
実施要領 

 
 

１ 業 務 名 安芸区内区画線その他設置業務（単価契約） 

 
２ 履行場所  安芸区内一円 

 
３ 委託期間  令和７年 ４月 １日から令和８年 ３月３１日まで 

 
４ 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定 
（１） 入札に付する工種は、業務の施工が標準的である１号工（設計書のう

ち工種・名称：１号工区画線（溶融式）、種別：実線 白色、形状・寸

法：幅１５ｃｍを指す。）とする。 
この１号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により

入札を実施し、落札者を決定する。 
 （２） 他の工種については、落札した１号工種の単価（消費税及び地方消

費税相当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除

く。）の比率（小数第６位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じ

て算出し（１円未満切捨て）、１００分の１０に相当する額（１銭未

満切捨て）を加算した金額をもって契約単価とする。 
     なお、区分は別紙契約書の区分単価表のとおりとする。 

 
５ 契約の締結 
  落札者と別紙契約書（案）のとおり契約を締結する。 

 
６ 契約保証金 
  予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の１００分の１０以上。 
  ただし、広島市契約規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、免

除する。 

 
７ 設計書の数量について 
  設計書に記載している各工種の数量は見込数量であり、契約締結後の実施

数量を保証するものではない。 

 
 

 



安芸区内区画線その他設置業務（単価契約）仕様書 

 

 

１． 本仕様書は、安芸区内区画線その他設置業務（単価契約）に適用するものとする。 

 

２． 本業務の実施にあたっては「広島市土木工事共通仕様書」及び「改訂 路面標示設置

の手引き（社団法人 交通工学研究会）」を準拠し、本市監督員と協議すること。 

 

３． 本業務に使用する材料は、日本工業規格（ＪＩＳ）適合品とし、その試験成績表を

提出すること。 

 

４． 本業務に従事する従業員及び現場責任者をあらかじめ所定の様式により報告するこ

と。従業員及び現場責任者に変更があったときも同様とする。 

 

５． 業務の実施にあたっては、交通管理、安全管理には特に注意し、ヘルメット及び保

安用具は必ず着用すること。 

 

６． 業務が完了したときは、様式による完了届及び業務内容の確認ができる写真を提出

し、本市の検査を受けるものとする。 

 

７． 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市監督員と協議して定める

ものとする。 

 

８． 本業務の施工にあたっては、必要に応じて交通誘導員、保安施設等を配置し、一般

交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないよう十分な注意をはらい、施工するもの

とする。 



 
番号 
 

 
工  種 

 

 
内  容 

 

１ 区画線 実線 １５cm 白色 中央線、外側線 

２ 区画線 実線 ２０cm 白色
 

中央線、外側線 

３ 区画線 実線 １５cm 黄色
 

中央線、ゼブラ回り 

４ 区画線 実線 ２０cm 黄色 中央線、外側線 

５ 区画線 破線 １５cm 白色
 

中央線、外側線、車線境界線 

６ 区画線 横断線 １５cm 白色
 

自転車横断帯、ゼブラ 

７ 区画線 横断線 ４５cm 白色 横断歩道、ゼブラ 

８ 区画線 記号・矢印 １５cm 白色
 

記号・矢印
 

９ 区画線 記号・矢印 １５cm 黄色
 

記号・矢印
 

１０ 区画線 記号・矢印 １５cm 青色
 

記号・矢印
 

１１ 区画線 記号・矢印 １５cm 緑色 記号・矢印 

１２ 区画線 文字 １５cm 白色
 

文字
 

１３ 区画線 文字 １５cm 黄色
 

文字
 

１４ 自転車マーク 自転車マーク 

１５ 区画線消去(削取り式) １５cm 
区画線消去すべて

 

１６ 区画線消去(削取り式) ２０cm 
区画線消去すべて

 

１７ 区画線消去(削取り式) ４５cm 
区画線消去すべて

 

 



業 務 説 明 特 記 事 項 
 

業務名        安芸区内区画線その他設置業務（単価契約） 

１． 委託期間は令和７年 ４月 １日から令和８年 ３月３１日までとする。 

２． 専従の技術者を１名配置し、必ず連絡のとれるようにすること。また、１日１回朝、    

指示書を確認のうえ、本市監督員と協議し対応すること。 

３． 本業務において緊急の工事が生じた場合は、即対応できる体制をとること。（土、日、

祝祭日、夜間を含む） 

４． 使用する材料は、本市監督員と協議の上、決定すること。 

５． 地元においての要望、苦情等や現場に不明な点が生じた場合は、直ちに本市監督員

に連絡し、協議の上、処理対応すること。 

６． 落札業者は、直ちに本市監督員と提出書類等の様式について協議すること。 

７． 本業務の施行は、本市監督員の指示により直ちに施行すること。 

８． 安全管理、現場管理には、細心の注意を払い、事故のないようにすること。 

９． 残土、資材等は道路上に放置しないこと。 

10． 地元には、監督員の代理として折衝し、誠意のある対応をすること。 

 

 



 

積算参考資料 

 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提  示  事  項 

 

諸経費関係 

 

 

 

その他 

 

工事の全体数量に係る各経費率を算出するための、共通仮設費の率計上の金額

および現場管理費の金額は１円までとし、１円未満は切り捨てる。 

 

 

契約書に添付しない特殊代価表等については別紙のとおり。 

 



明細書 交通誘導警備員          1 式第   号AMA0001

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

（上段： 下段： ）今 回前 回

交通誘導警備員

人日        24

第0012号代価表

J01=交通誘導警備員Ｂ

合    計
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区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0001 特殊代価表
実線 白色 幅15cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【１号工】

第0001号代価表

J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0002 特殊代価表
実線 白色 幅20cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【２号工】

第0002号代価表

J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 20cm,J03=供用
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0003 特殊代価表
実線 黄色 幅15cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【３号工】

第0003号代価表

J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m
m,J06=黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ),J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての
費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ
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区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0004 特殊代価表
実線 黄色 幅20cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【４号工】

第0004号代価表

J01=溶融式(手動),J02=実線 幅 20cm,J03=供用
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m
m,J06=黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ),J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての
費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0005 特殊代価表
破線 白色 幅15cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【５号工】

第0005号代価表

J01=溶融式(手動),J02=破線 幅 15cm,J03=供用
区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.5m
m,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18
％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0006 特殊代価表
横断線 白色 幅15cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【６号工】

第0006号代価表

J01=溶融式(手動),J02=ゼブラ 幅 15cm,J03=供
用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.
5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ
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区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0007 特殊代価表
横断線 白色 幅45cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【７号工】

第0007号代価表

J01=溶融式(手動),J02=ゼブラ 幅 45cm,J03=供
用区間,J04=通常舗装(排水性舗装以外),J05=1.
5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0008 特殊代価表
矢印・記号 白色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【８号工】

第0008号代価表

J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水
性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=
全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0009 特殊代価表
矢印・記号 黄色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【９号工】

第0009号代価表

J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水
性舗装以外),J05=1.5mm,J06=黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ),J
07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌ
ｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

-     -4 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
表示するもので契約書では削除します。



区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0010 特殊代価表
矢印・記号 青色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工【溶融式】

矢印・記号【青色】

ｍ

         1 【１０号工】

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0011 特殊代価表
矢印・記号 緑色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工【溶融式】

矢印・記号【緑色】

ｍ

         1 【１１号工】

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0012 特殊代価表
文字 白色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【１２号工】

第0008号代価表

J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水
性舗装以外),J05=1.5mm,J06=白,J07=溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J09=
全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ
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区画線（溶融式）          1 ｍ 当り第  号SA0013 特殊代価表
文字 黄色

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工

ｍ

         1 【１３号工】

第0009号代価表

J01=溶融式(手動),J02=矢印・記号・文字 幅 1
5cm（換算）,J03=供用区間,J04=通常舗装(排水
性舗装以外),J05=1.5mm,J06=黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ),J
07=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％,J08=ｱｽﾌ
ｧﾙﾄ舗装,J09=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線（溶融式）          1 箇所 当り第  号SA0014 特殊代価表
自転車マーク

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線設置工(自転車マーク)

箇所

         1 【１４号工】

第0010号代価表

J01=通常舗装(排水性舗装以外),J02=全ての費
用

合    計

箇所

         1

円／箇所

区画線消去          1 ｍ 当り第  号SA0015 特殊代価表
削取り式 幅15cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線消去

ｍ

         1 【１５号工】

第0011号代価表

J01=削取り式 15cm 換算,J02=全ての費用

合    計

ｍ

         1

円／ｍ
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区画線消去          1 ｍ 当り第  号SA0016 特殊代価表
削取り式 幅20cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線消去

削取り式 幅２０cm

ｍ

         1 【１６号工】

合    計

ｍ

         1

円／ｍ

区画線消去          1 ｍ 当り第  号SA0017 特殊代価表
削取り式 幅45cm

名       称 数 量 単 価 金 額 摘 要単 位

区画線消去

削取り式 幅４５cm

ｍ

         1 【１７号工】

合    計

ｍ

         1

円／ｍ
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経   費   内   訳   根   拠   表 [ ]経費情報

経 費 項 目 入 力 情 報

◆主たる工種 13：道路維持工事

◆施工地域・工事場所区分 5：大都市

◆現場環境改善費計上区分 0：計上しない

◆緊急工事による補正 0：補正しない

◆前払金支出割合 5：35％を超える場合

◆契約保証の方法 2：金銭的保証

◆週休２日補正 0：補正なし

◆ICT補正 0：補正なし

◆消費税率 10.00％

◆間接労務費・工場管理費計上区分

◆適用年版 令和06年12月

◆単価採用地区 安芸区

-     -8 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
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経   費   内   訳   根   拠   表 [ ]凡 例

記 号 項 目 意 味

◆昼夜区分 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容

空白 昼間作業（8時～17時）

昼１ 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）

昼２ 昼間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）

夜 夜間作業（20時～6時）

夜１ 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合（作業時間:4時間/日以上7時間/日以下）

夜２ 夜間作業、時間的制約を受ける場合（作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下）

連１ シールド・推進工事における昼夜連続作業

連２ シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班

-     -9 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
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経   費   内   訳   根   拠   表 [ ]凡 例

記 号 項 目 意 味

◆管理費区分 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容

空白 全間接費の対象

    1 現場管理費、一般管理費の対象

    2 工場管理費、一般管理費の対象

    5 一般管理費のみ対象

    7 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象

    9 全間接費の対象外

    K1 共通仮設費のみ対象

    K2 現場管理費のみ対象

    K3 共通仮設費、現場管理費の対象

    K4 共通仮設費、一般管理費の対象

    T 処分費などの対象

-     -10 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
表示するもので契約書では削除します。


